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第 10 回（令和３年８月）宮津市教育委員会定例会会議録 

 

日  時    令和 3 年 8 月 24 日（火）午前 9 時 00 分～  

場  所    宮津市福祉・教育総合プラザ応接会議室  

 出席者    山本雅弘  伊藤正  田崎浩二  尾﨑里花子  藤井陽子  

 事務局    大井教育次長  永濱学校教育課長  吉田社会教育課長  大槻総括指導主事   

森本学校教育課参事  梅林学校教育課参事  桐村指導主事  公庄学校教育係長  

 （傍聴者  なし）  

１  開  会  

２  前回会議録の承認  

３  会議録署名委員の指名   

４  会期の決定  

５  教育長の報告  

６  議  事  

  議第 33 号  令和 4 年度宮津市立小学校使用教科用図書の採択について  

  議第 34 号  令和 4 年度宮津市立中学校使用教科用図書の採択について  

  議第 35 号  令和 2 年度宮津市一般会計歳入歳出決算（教育委員会関係分）について  

  議第 36 号  令和 3 年度宮津市一般会計補正予算（第 5 号）（教育委員会関係分）について  

７  その他  

 (1)  9 月の主な日程（教育委員会関係分）について  

８  閉  会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－開会： 9:00－  

 

山本教育長  只今から、令和３年第 10 回宮津市教育委員会定例会を開会し、た  

だちに本日の会議を開きます。  

 

それでは、次第に沿って会議を進行します。  

■次第２「前回会議録の承認」  

 各委員よろしければ、尾﨑委員と田崎委員にお世話になります。 

■次第３「会議録署名委員の指名」  

 会議規則第 18 条第 2 項の規定により、教育長において田崎委員

と伊藤教育長職務代理を指名しますので、よろしくお願いします。 

 ■次第４「会期の決定｣ 

本日の定例会の会期は、１日としたいと思います。  

これにご異議ありませんか。  

 

 出席委員  

 

 異議なし  

 

山本教育長  

 

ご異議なしと認めます。よって会期は、本日 1 日間と決定いたし

ます。  

 

 山本教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 田崎委員  

 

 

 ■次第５「教育長の報告」  

【報告事項】  

１  市立幼稚園、小・中学校の状況について  

 〇新型コロナ感染拡大が止まらない状況です。特に 20 代～ 10 代で

増加しています。 8/20 から 9/12 まで緊急事態宣言が発令され、

本市では 8/23 から 8/26 まで全ての教育活動を停止することとし

ました。状況によっては停止期間の延長も考えています。  

 〇学校行事について、 9 月上旬に予定していた小中学校の修学旅行

は 10 月に延期し、小学校は行き先も福井県に変更予定です。運

動会も延期とし、状況によっては無観客も検討しています。引き

続き、コロナ対策と合わせて熱中症対策に取り組み、各学校とも

2 学期の準備を進めています。教育活動停止期間中も必要なこと

については学校長判断で実施するようお願いしています。  

 〇インターハイの結果ですが、海洋高校の川崎さん（兄）、東さんが

優勝、川崎さん（妹）が準優勝、また、宮津天橋高校のボート部

がインターハイ出場との報告を聞いています。  

 〇公立高校の来年度の募集定員が発表されました。宮津天橋高校宮

津学舎普通科で定員 10 人減となり、普通科 1 学年 120 人の募集

定員です。生徒数が減少しており、府立高校の存続自体が危ぶま

れる状況です。  

２  その他  

 〇 10/20 丹後地方教育委員会連合会委員研修会は岡山大学の中山准

教授をお招きして予定どおり行います。  

  

委員の皆様からご意見等あればお願いします。  

 

始業式は予定どおり 8/30 でしょうか。市内高校生でコロナ感染者

があったと聞きましたが兄弟関係はおられませんか。  



山本教育長  

 

 

 

伊藤教育長職務代理  

 

 

山本教育長  

 

 

 

 

伊藤教育長職務代理  

 

 

山本教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永濱学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 始業式は予定どおり 8/30 に行います。高校生感染者について兄弟

は無しと聞いています。府立高校は 29 日まで教育活動を停止する予

定です。  

 

 10 歳未満で 2 名の感染と発表がありましたが、小学生の感染者は

出ていませんか。  

 

 現時点では小学生の感染者は出ていませんが濃厚接触者は出てい

ます。陽性が出た場合は学校名も含めて公表すべきだと考えていま

す。 15 歳～ 12 歳のワクチン接種については他市町よりも早く始めて

いますが、個別接種での対応となり、すぐには進まない面があります。 

 

 京丹後市で 100 名以上の濃厚接触者が出たとのことですが、ＰＣＲ

検査の結果はいつ出るのですか。  

 

 今日、明日には検査結果が出ると思います。子どもでも重症化する

ケースが出てきています。これまでは夏休みでしたので、子ども同士

の接触は避けられていましたが、 2 学期が始まると接触する機会が必

ず出てきます。感染状況によっては臨時休校等の措置を取る必要も出

てくる可能性がありますが、今後も感染防止対策をしっかりと行い、

学びを止めることのないよう対応していきます。  

 

それでは、議事に入ります。  

■議第 33 号「令和 4 年度宮津市立小学校使用教科用図書の採択につい

て」、議第 34 号「令和 4 年度宮津市立中学校使用教科用図書の採択に

ついて」関連しますので一括して事務局から説明をお願いします。  

 

◆議第 33 号について、宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第 12

号の規定に基づき、委員会の議決を求めるものであり、義務教育諸学

校の教科用図書の無償措置に関する法律第 13 条第 5 項の規定による

令和４年度から使用する小学校教科用図書の採択について、提案させ

ていただきます。  

◆５ページをご覧ください。「国語 (国語 )(書写 )」「社会 (社会 )(地図 )」

「算数」「理科」「生活」「音楽」「図画工作」「家庭」「体育 (保健 )」「外

国語 (英語 )」「道徳」について、一覧表にありますように、昨年度採択

したものを継続するものです。  

◆また、議第 34 号について、令和４年度から使用する中学校教科用図

書の採択について、提案させていただきます。  

◆７ページをご覧ください。「国語（国語）（書写）」「社会（地理）（歴

史）（公民）（地図）」「数学」「理科」「音楽（一般）（器楽合奏）」「美術」

「保健体育」「技術」「家庭」「外国語 (英語 )」「特別の教科  道徳」を

採択するものです。  

一部、「社会（歴史）」については、７月 28 日に、教科書無償措置法

に基づく丹後教科用図書採択地区協議会が開催され、同日付で協議会

会長から本市教育委員会に選定結果が通知されたところです。これを

踏まえて、「社会 (歴史 )」については、改めて、「東京書籍」を採択す

ることとしたいと考えており、本市教育委員会として一覧表のとお

り、昨年度採択したものを継続するものです。  

ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  



山本教育長  

 

 

 

 

出席委員  

 

山本教育長  

 

伊藤教育長職務代理  

 

 

 

 

山本教育長  

 

 

 

伊藤教育長職務代理  

 

 

山本教育長  

 

 

 

 

 

 

出席委員  

 

山本教育長  

 

 

永濱学校教育課長  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校の教科書については前年度採択を継続するという提案です

が、小学校の現場からも使いにくいという意見は出ていないようで

す。議第 33 号「令和 4 年度宮津市立小学校使用教科用図書の採択に

ついて」は承認することに御異議ございませんか。  

 

 異議なし  

 

 次に、中学校の教科書について何かご意見はありませんか。  

 

 丹後教科用図書採択地区協議会では、調査員が丁寧に報告され、今

回の調査対象となった自由社の教科書の特徴がよくわかりました。小

学校、中学校で連続的に使用されていることもあり、東京書籍が良い

と思いました。  

 

 自由社の教科書では、他の教科書であまり取り上げられない事象の

記載があるなど、先生方が指導できるのかという危惧があります。東

京書籍の方が内容のバランスが取れています。  

 

 教科書自体が大きくて資料集のようだと感じました。持ち運びが相

当重いのではないかと思います。  

 

 学校に置いても良しとするのか、やはり規律として持ち帰りを徹底

させるのか、今後議論する必要があります。  

 それでは、中学校社会科の教科書については引き続き東京書籍を採

用することとし、議第 34 号「令和 4 年度宮津市立中学校使用教科用

図書の採択について」は承認することに御異議ございませんでしょう

か。  

 

 異議なし  

 

■議第 35 号「令和 2 年度宮津市一般会計歳入歳出決算（教育委員会

関係分）について」事務局からお願いします。  

  

◆宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第９号の規定により、９

月市議会に議案として提案する令和２年度一般会計決算 (教育委員会

分 )について、委員会の議決を求めるものです。  

◆令和２年度は、 12 億 6,045 万 7,000 円の歳出・教育費予算に対し

て、11 億 9,213 万 9,643 円の決算額に。なお、2,094 万 1 千円は令和

３年度に繰越しをしております。（不用額は 4,737 万 6,357 円）  

◆ 99 ページ以降に主要事業の概要をつけておりますが、教育委員会分

の主な事業について説明します。  

●（ 113 ページ）質の高い学力の充実・向上と地域とともにある学校

づくり（小中一貫教育推進事業）  1,128 万 1,917 円  

 事業実績：学力サポートコーディネーター算数・数学の訪問指導、

教育オンラインフォーラムの動画配信など  

 課題検証：小中一貫教育の推進･学力向上の取組と併せ、ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸ

ｰﾙの取組を推進  

●（ 114 ページ）のびのび放課後児童クラブ事業  3,602 万 1,655 円  

事業実績：市直営の宮津のびのび放課後児童クラブ、法人委託の吉津・



 

 

山本教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長  

 

藤井委員  

 

 

吉田社会教育課長  

 

 

大井次長  

 

 

 

 

 

栗田・府中のびのび放課後児童クラブの運営  

課題検証：児童受け入れ体制の充実、指導員の質の向上  

●（ 115 ページ）学校給食運営事業  2 億 3,299 万 9,630 円  

 事業実績：令和 3 年度からの幼稚園給食開始に向けた給食配膳室等

の整備、学校給食の運営  

 課題検証：安全・安心な学校給食の提供、食育・給食指導の充実  

●（ 116 ページ）天橋立の国内暫定リスト入りを目指して（世界遺産

登録推進事業）  115 万 2 千円  

 事業実績：天橋立を世界遺産にする会への補助⇒連続講座やフォー

ラムの開催、ＰＲ  

 課題検証：世界遺産への登録のための取組について情報発信や普及

啓発活動の充実  

●（ 117 ページ）文化財保存活用地域計画の策定に向けて（文化財保

護・活用推進事業）  150 万円  

事業実績：市内文化財に係る既存調査成果のデータ整理、文化遺産

や文化的景観等に関する意識調査  

課題検証：調査事業の制度や把握状況は、地域間で大きな差がある

ことがわかり、今後、不足している地域の文化財調査を進める  

●（ 118 ページ）子どものための感染予防対策の強化（新型コロナウ

イルス感染拡大防止事業）  3,097 万 47 円  

事業実績：学校・幼稚園の感染防止対策等の強化、放課後児童クラ

ブの感染防止対策強化  

●（ 119 ページ）学校における１人１台 ICT 端末整備等（ GIGA スクー

ル構想）の推進（小学校・中学校施設整備事業） １億 4,199 万 4,600

円  

事業実績：学校の児童生徒１人１台端末環境・高速通信ネットワー

ク整備   

課題検証： ICT を活用した新たな学びの構築、活用方法の検討  

 

◆また、市政資料集について。  

● 123 ページからが学校教育課分で、管理運営、学校教育について  

 141 ページからが社会教育課分で、社会教育、公民館、図書館、  

文化財保護について記載をしております。  

 ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

 ただ今の説明について、ご質問等ありましたらお願いします。  

 

 117 ページの文化財保護・活用推進事業で市民アンケートを実施し

たということですが、結果はどのように活用されるのでしょうか。  

 

 当アンケートは、文化財保存活用地域計画の策定に向けて市民の意

識調査を行うために実施したものです。  

 

 市民の皆さんが残したいと思う風景や文化等を尋ねる意識調査を

行いました。宮津の場合は、いわゆる文化財だけでなく風景や祭りな

ど色々なものに対して意見がありました。この結果をもとに、文化財

の保存活用をどうしていくのか検討していきます。  

 

 



山本教育長  

 

 

 

藤井委員  

 

 

伊藤教育長職務代理  

 

大井次長  

 

 

 

伊藤教育長職務代理  

 

大井次長  

 

山本教育長  

 

 

 

田崎委員  

 

大井次長  

 

 

田崎委員  

 

 

大井次長  

 

 

田崎委員  

 

大井次長  

 

 

山本教育長  

 

 

 

出席委員  

 

山本教育長  

 

 

永濱学校教育課長  

 

 

 文化財については活用と保存を上手く調整して、一般市民の方にも

見ていただけるように基本的な活用について計画にまとめていくこ

ととしています。今後も策定状況を報告させていただきます。  

 

 アンケート調査にかなりお金がかかるのだなと感じました。しっか

り活用していただくようお願いします。  

 

 学校給食に関して、北部の 2 校は今後も自校給食ですか。  

 

 北部 2 校については、センター方式では給食の運搬時間が長くなる

ため、自校方式で実施しています。今後、学校の再編も見込む中でセ

ンター方式への移行は検討しておりません。  

 

 保護者から要望は出ていませんか。  

 

 出ていません。  

 

 今年度から幼稚園給食も始まり、この夏休みには放課後児童クラブ

でも試行的に弁当を提供しており、センター方式の給食が定着してき

たと思います。  

 

 センター方式に移行するためには設備投資が必要ですか。  

 

 配膳室の整備が必要です。また、配送先が増えるということで、受

託事業者側は人件費の増額になると思います。  

 

 ＩＣＴ端末整備に関して、タブレットは何年後に更新が必要になり

ますか。  

 

 保守やソフトの利用期間が終了するため、通常は 5 年程度で更新と

なります。  

 

 更新はどの学校も一斉に行うのですか。  

 

 更新は全ての小中学校で一斉に行うこととなります。 8 千万円程か

かると見込んでいます。  

 

 他にご質問がなければ、議第 35 号「令和 2 年度宮津市一般会計歳

入歳出決算（教育委員会関係分）について」承認することに御異議あ

りませんか。  

 

 異議なし  

 

■議第 36 号「令和 3 年度宮津市一般会計補正予算（第 5 号）（教育委

員会関係分）について」事務局から説明をお願いします。  

 

◆宮津市教育委員会基本規則第 16 条第１項第９号の規定に基づき、

９月市議会に議案として提案する補正予算について、委員会の議決を

求めるものです。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長  

 

 

 

田崎委員  

 

梅林参事兼指導主事  

 

伊藤教育長職務代理  

 

梅林参事兼指導主事  

 

山本教育長  

 

 

大井次長  

 

 

 

 

 

 

伊藤教育長職務代理  

 

◆ 174 ページから「令和３年度宮津市９月補正予算 (案 )の概要」をつ

けております。今回の補正予算は (市全体として )「新型コロナウイル

ス感染症対策として、福祉施設の感染防止対策のほか、テレワーク等

による都市部との交流拠点づくりや、農業機械の導入等支援、 ICT を

活用した学習環境の整備、国府支出金の精算、人件費の整理」などに

ついて追加するものです。  

◆ 176 ページからの「主要事業の概要」の一覧表、４番の充実「宮津

の新たな学びの創造事業」 186 万２千円は、 178 ページに更に資料を

つけておりますが、京都府教育委員会の研究指定を受け、 ICT を活用

した学力向上に向けた実践的研究や、課題解決型学習の導入に向けた

実践的研究に要する経費。また、 ICT を活用した家庭学習のための通

信機器（貸出用モバイルルーター）の整備経費を追加するものです。 

◆ 177 ページの一覧表に戻っていただき、７番「国府支出金等返還金」

は、令和２年度中に多く受け入れた国府支出金等を返還するもので、

教育委員会関係分は、国庫負担金、子どものための教育・保育給付費

負担金返還金 18 万 9,625 円です。（受入額 5,439,735 円－実績額

5,250,110 円）  

◆９番「職員人件費関係」は、４月１日付けの定期人事異動等に伴う

人件費の整理等ですが、特に教育委員会関係分は、社会教育課のスポ

ーツ・文化振興の所管が企画財政部に移管したことに伴う職員１名分

の減額、図書館の再任用職員の退職による減額、あわせて学校教育課

で４月末に日置小学校用務員が退職したことに伴い、５月から会計年

度任用職員を新たに雇用したものに係る報酬等です。  

ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

 ただ今の説明に関してご質問等ございますか。  

 モバイルルータについては Wi-Fi 環境のない家庭に対して、貸し

出すために整備を行うものです。  

 

 貸出対象となる家庭数は把握されているのですか。  

 

 アンケートにより最大で 150 件を見込んでいます。  

 

 1 台のルーターで十分に使えるのですか。  

 

 ルーター 1 台で十分な接続ができます。  

 

 貸出のルールづくりはこれから取り組みます。家庭でもオンライ

ン授業のできる環境を整えることが目的です。  

 

 通信料については、低所得世帯に対しては就学援助費での支給を

考えております。災害時などについては通信費を自治体負担してい

る例もあり、本市での取り扱いをどうするのかは今後検討をしてい

きます。モバイルルーターの整備を今年度中に行い、実際の運用は

令和 4 年度から予定しています。  

 

 今は、タブレットの持ち帰りは行っていないのですか。  

 



梅林参事兼指導主事  

 

 

山本教育長  

 

 

 

 

出席委員  

 

 

山本教育長  

 

 

 

永濱学校教育課長  

 

 

 

 

山本教育長  

 持ち帰りをしている学校もあります。家庭ではオフラインで使用

しています。  

 

 各学校で持ち帰りのルールを作って対応しています。  

 それでは、他に質問がないようですので、議第 36 号「令和 3 年度

宮津市一般会計補正予算（第 5 号）（教育委員会関係分）について」

は承認することで御異議ございませんか。  

 

 異議なし  

 

 

■７その他  

事務局からお願いします。  

 

 

◆次回教育委員会日程  

  ９月 28 日（火）午前 9 時  

  

  

他になければ、第 10 回宮津市教育委員会定例会を閉会します。  

ありがとうございました。  

 

 

   

－閉会：10:15－  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


